

瑞浪市上下水道事業経営審議会委員募集要項

１　目的
瑞浪市上下水道事業経営審議会は、市の条例に基づき、上下水道事業に関する重要事項を調査・審議し、円滑な経営を図ることを目的に設置されており、その調査・審議にあたり、市民の皆様の意見を反映させていくために審議会の委員を募集します。

２　職務
　上下水道事業の経営に関する重要な事項について調査・審議を行います。

３　委嘱期間
　委嘱の日から２年間（令和８年７月から令和１０年６月の期間を予定しています。）

４　開催回数
　　年２回程度を予定（必要に応じて回数は変更することがあります。）
　　平日の昼間の開催を原則とします。

５　報酬
　市の条例に基づき、会議出席１回につき５，０００円を支給します（源泉徴収あり）。

６　募集人員
　　２名（他に学識経験者、公共的団体等へ委員を依頼し、計１２名の委員で審議を行います。）

７　応募条件
①令和８年４月１日現在で市内在住の１８歳以上の方
②平日の昼間に開催する審議会に出席の可能な方
　　③市税等を完納している方
　　④同時期において、市の他の附属機関の公募委員として参画していない方

８　募集期間
　　令和８年５月１日（金）～令和８年５月２９日（金）（必着）


９　応募方法
　　募集期間中に以下の書類を瑞浪市建設部上下水道課まで提出してください。
①応募用紙（様式１）
②作文
（１）共通テーマ「私が考える、協働のまちづくり」２５０字程度、任意様式可
（２）個別テーマ「瑞浪市の上下水道事業について」６００字程度、任意様式可
＊提出方法については、郵送、瑞浪市役所上下水道課への持ち込み、電子メール、いずれの方法でも結構です。

１０　その他
　　選考の結果は後日電話、メール等によりご連絡いたします。
　　応募の際、提出していただいた書類はお返しいたしませんのでご了承ください。

１１　申し込み、問合せ先
　　〒５０９－６１９５
瑞浪市上平町１丁目１番地
　　瑞浪市建設部上下水道課　
　　電話　：０５７２－６８－９８２１
　FAX　：０５７２－６８－９８５９
　　e-mail：zyougesui@city.mizunami.lg.jp
